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ひろげます！

　

卿榔
・ｒ新たに助成対象者となる方
甲賀市内に住民登録のある中学１年生から中学３年生の方
（健康保険に加入されている平成１９年４月２日～平成２２年４月１日生まれの方）
※他の福祉医療費助成（障がい者・ひとり親家庭など）や生活保護を受給されている場合はそちらの制度が優先となります。

中学生の医療費自己負担
令和４年９月 末まで
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＼

助成なし

・▼対象となる時期

令和４年（２０２２年）１０月診療分から
・ｒ助成内容
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⑬福祉医療費受給券（子育て応援医療）　
　
　 　　　

　

　　 　 　
受藍

　

甲賀市水ロ町水ロ６０５３番地
　　　　　　　　

　　

　健康保険が適用される医療費の自己負担額（３割）を助成 は すｏ

　　　　　　

寡齢 篭 絡三
輪 。滋賀県内の医療機関で受給券と健康保険証等を一緒に窓□で提示してし、ただく

ことで 医 療 費 を助 成 します。
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及び印

※滋賀県外の医療機関の場合は、自己負担分を支払った後、領収書などを持参し、市役所で払し、戻しの申請をしてくださいｏ

　　

島背

　　　　　　　

』雪空一※保険適用外の患者負担額（健康診断、予防接種、診断書代、入院時の食事代・室料差額など）、高額療養費・付加給付は対象外です。
令看解年ヱｏ月ヱ日
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▲
▼
受 給 券 の 申 請 方 法

　　　　　　　　　　　　　　　　　

廠

　　　

無

新たに対象となる方には令和４年８月中旬に受給券の交付申請書を郵送します。
必要事項を記入のうえ、郵送で申請してくださし、。受給券は、令和４年９月中旬以降に順次郵送します。

　　　　　　

Ｑ．寸でＬ：子育て応援医療費受給券を持っている小学生はどうなし′ますか？
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Ａ．現在、 子育て応援医療費受給券を持っている方

‐ ノ＼

　　　　　　　　

（小学１年生～小学６年生） は新たなお手続きは不要です。
１２歳到達後の３月末までに期間を延長した新しい受給券を郵送します。
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甲賀市では、子どもの医療費助成の充実をはかることで、より安心して子育てしやすい環境を整えるため、

令和４年１０月から、子育て応援医療費助成制度の対象を「小学６年生」から

　　　

・

　　　　

まで拡充しま

す。

また、この拡充に伴い、令和４年９月末で中学生通院医療費助成制度（所得制限あり・現物給付）と、中学生

入院医療費助成制度（所得制限なし・償還払い）を廃止します。
令和４年９月末まで

所得要件

子育て応援医療費助成制度
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中学生通院医療費助成制度
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課税世帯

中学生入院医療費助成制度

　　

入

　

院

償還払い

所得制限なし

　

子育て応援医療費助成制度

通院

　　　　　　　　　　　　

入院

　　　　

受給券あり

受給券イメージ（小・中学生、クリーム色）
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⑫福祉医療費受給券（子育て応援医療）

福祉番号は
「４０２５３１１４」です。
※現行制度と変更ありません。

福

　

祉
番

　

号 ４０２５３・１４

　

腰合覇

　

賜４５６７

者

居
住
地
甲賀市水口町水口６０５３番地

暑 甲賀

　

健太

　　　　　　　　

１男

生年
月日
平成２１年○月○日

有

　

効
期

　

間
令和４年１０月１日～令和７年３月３１日有効期間は

※満１５歳に達する
年度の末日まで。 発行機

関の長

及び印
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題 さ

交

　

付
年月日

令矛ｔコ４年１０月工日

自

　

己
負担金

無自己負担
「無し」
自己負担
「無し」

● 新 た に助 成 対 象となる 方 に対して

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

します。

●申請があった方に対して、９月中旬から順次受給券を郵送します。
●現在すでに子育て応援医療費受給券をお持ちの方（小学１年生～６年生）は、新たに手続きをしてし、ただく必要はありません。

　

１２歳到達後の３月末までに有効期間を延長した新しい受給券を送付します。
※中学「年生～３年生のうち、重度心身障害者、ひとり親家庭など、ほかの福祉医療費助成制度の対象となる方は引き続きピンク色の受給券をご使用いただきます。
※重度心身障害者３級（４７２５３「「７）の方は－部自己負担があるため、子育て応援医療費受給券に変更します。

所得要件

子育て応援医療費助成制度
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中学生


